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新潟県条例第19号 

新潟県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予

防のための効果的な支援の方法等に関する基準を定める条例 

 新潟県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防の

ための効果的な支援の方法等に関する基準を定める条例（平成24年新潟県条例第62号）の全部を改正する。 

目次 

第１章 総則（第１条－第３条） 

第２章 人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 

第１節 通則（第４条） 

第２節 介護予防訪問入浴介護（第５条－第７条） 

第３節 介護予防訪問看護（第８条－第10条） 

第４節 介護予防訪問リハビリテーション（第11条－第13条） 

第５節 介護予防居宅療養管理指導（第14条・第15条） 

第６節 介護予防通所リハビリテーション（第16条－第19条） 

第７節 介護予防短期入所生活介護（第20条－第24条） 

第８節 介護予防短期入所療養介護（第25条－第29条） 

第９節 介護予防特定施設入居者生活介護（第30条－第33条） 

第10節 介護予防福祉用具貸与（第34条・第35条） 

第11節 特定介護予防福祉用具販売（第36条・第37条） 

第３章 雑則（第38条） 

附則 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この条例は、介護保険法（平成９年法律第123号。以下「法」という｡)第54条第１項第２号、法第115条

の２第２項第１号（法第115条の11において準用する法第70条の２第４項において準用する場合を含む｡)並びに

法第115条の４第１項及び第２項の規定に基づき、指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに

指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法並びに指定介護予防サービス事業者の指

定に関する基準を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この条例において使用する用語は、法及び指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに

指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成18年厚生労働省令第

35号。以下「基準省令」という｡)において使用する用語の例による。 

（指定介護予防サービス事業者の指定に関する基準） 

第３条 法第115条の２第２項第１号（法第115条の11において準用する法第70条の２第４項の規定により指定の

更新について準用する場合を含む｡)の条例で定める者は、法人とする。ただし、病院等により行われる介護予

防居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所により行われる介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーシ

ョン、介護予防通所リハビリテーション若しくは介護予防短期入所療養介護に係る指定の申請にあっては、こ

の限りでない。 

第２章 人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 

第１節 通則 

（人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準） 

第４条 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防の

ための効果的な支援の方法に関する基準は、次節から第11節までに定めるものを除くほか、基準省令（基準省

令の改正に係る経過措置に関する規定を含む｡)の定めるところによるものとする。 

第２節 介護予防訪問入浴介護 

（設備及び備品等） 

第５条 指定介護予防訪問入浴介護又は基準該当介護予防訪問入浴介護（次条において「指定介護予防訪問入浴

介護等」という｡)の提供に必要な浴槽等の設備及び備品等は、利用者へのサービスの向上及び介護予防訪問入

浴介護従業者の業務の負担の軽減を図るため、常に技術の進歩に配慮して備えるよう努めなければならない。 

（記録の整備） 

第６条 指定介護予防訪問入浴介護事業者及び基準該当介護予防訪問入浴介護事業者（次条において「指定介護
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予防訪問入浴介護事業者等」という｡)は、利用者に対する指定介護予防訪問入浴介護等の提供に関する基準省

令第54条第２項各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から５年間保存しなければならない。 

（暴力団等の排除） 

第７条 指定介護予防訪問入浴介護事業者等は、その事業の運営について、新潟県暴力団排除条例（平成23年新

潟県条例第23号）第３条に規定する基本理念にのっとり、同条例第２条第１号に規定する暴力団又は同条第３

号に規定する暴力団員等による不当な行為を防止し、及びこれにより生じた不当な影響を排除しなければなら

ない。 

第３節 介護予防訪問看護 

（設備及び備品等） 

第８条 指定介護予防訪問看護ステーション又は指定介護予防訪問看護を担当する医療機関に備えなければなら

ない指定介護予防訪問看護の提供に必要な設備及び備品等は、利用者へのサービスの向上及び看護師等の業務

の負担の軽減を図るため、常に技術の進歩に配慮して備えるよう努めなければならない。 

（記録の整備） 

第９条 指定介護予防訪問看護事業者は、利用者に対する指定介護予防訪問看護の提供に関する基準省令第73条

第２項各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から５年間保存しなければならない。 

（暴力団等の排除） 

第10条 指定介護予防訪問看護事業者は、その事業の運営について、新潟県暴力団排除条例第３条に規定する基

本理念にのっとり、同条例第２条第１号に規定する暴力団又は同条第３号に規定する暴力団員等による不当な

行為を防止し、及びこれにより生じた不当な影響を排除しなければならない。 

第４節 介護予防訪問リハビリテーション 

（設備及び備品等） 

第11条 指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に必要な設備及び備品等は、利用者へのサービスの向上及

び理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の業務の負担の軽減を図るため、常に技術の進歩に配慮して備える

よう努めなければならない。 

（記録の整備） 

第12条 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、利用者に対する指定介護予防訪問リハビリテーション

の提供に関する基準省令第83条第２項各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から５年間保存しなければな

らない。 

（暴力団等の排除） 

第13条 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、その事業の運営について、新潟県暴力団排除条例第３

条に規定する基本理念にのっとり、同条例第２条第１号に規定する暴力団又は同条第３号に規定する暴力団員

等による不当な行為を防止し、及びこれにより生じた不当な影響を排除しなければならない。 

第５節 介護予防居宅療養管理指導 

（記録の整備） 

第14条 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、利用者に対する指定介護予防居宅療養管理指導の提供に関す

る基準省令第92条第２項各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から５年間保存しなければならない。 

（暴力団等の排除） 

第15条 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、その事業の運営について、新潟県暴力団排除条例第３条に規

定する基本理念にのっとり、同条例第２条第１号に規定する暴力団又は同条第３号に規定する暴力団員等によ

る不当な行為を防止し、及びこれにより生じた不当な影響を排除しなければならない。 

第６節 介護予防通所リハビリテーション 

（設備並びに機械及び器具） 

第16条 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに指定介護予防通所リハビリテーションを行うため

に必要な専用の機械及び器具は、利用者へのサービスの向上及び介護予防通所リハビリテーション従業者の業

務の負担の軽減を図るため、常に技術の進歩に配慮して備えるよう努めなければならない。 

（非常災害対策） 

第17条 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、指定介護予防通所リハビリテーション事業所の所在す

る地域の環境及び利用者の特性に応じて、火災、地震、風水害、津波その他の非常災害に関する具体的計画を

立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、

定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。 

（記録の整備） 
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第18条 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、利用者に対する指定介護予防通所リハビリテーション

の提供に関する基準省令第122条第２項各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から５年間保存しなければな

らない。 

（暴力団等の排除） 

第19条 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、その事業の運営について、新潟県暴力団排除条例第３

条に規定する基本理念にのっとり、同条例第２条第１号に規定する暴力団又は同条第３号に規定する暴力団員

等による不当な行為を防止し、及びこれにより生じた不当な影響を排除しなければならない。 

第７節 介護予防短期入所生活介護 

（設備及び備品等） 

第20条 基準省令第132条第３項（ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所にあっては基準省令第153条

第３項、基準該当介護予防短期入所生活介護事業所にあっては基準省令第183条第１項）に規定する設備及び備

品等は、利用者へのサービスの向上及び介護予防短期入所生活介護従業者の業務の負担の軽減を図るため、常

に技術の進歩に配慮して備えるよう努めなければならない。 

（非常災害対策） 

第21条 指定介護予防短期入所生活介護事業者及び基準該当介護予防短期入所生活介護事業者（次条及び第23条

において「指定介護予防短期入所生活介護事業者等」という｡)は、指定介護予防短期入所生活介護事業所又は

基準該当介護予防短期入所生活介護事業所（第24条において「指定介護予防短期入所生活介護事業所等」とい

う｡)の所在する地域の環境及び利用者の特性に応じて、火災、地震、風水害、津波その他の非常災害に関する

具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知す

るとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。 

（記録の整備） 

第22条 指定介護予防短期入所生活介護事業者等は、利用者に対する指定介護予防短期入所生活介護又は基準該

当介護予防短期入所生活介護の提供に関する基準省令第141条第２項各号（ユニット型指定介護予防短期入所生

活介護事業者にあっては基準省令第159条において読み替えて準用する基準省令第141条第２項各号、基準該当

介護予防短期入所生活介護事業者にあっては基準省令第185条において読み替えて準用する基準省令第141条第

２項各号）に掲げる記録を整備し、その完結の日から５年間保存しなければならない。 

（暴力団等の排除） 

第23条 指定介護予防短期入所生活介護事業者等は、その事業の運営について、新潟県暴力団排除条例第３条に

規定する基本理念にのっとり、同条例第２条第１号に規定する暴力団又は同条第３号に規定する暴力団員等に

よる不当な行為を防止し、及びこれにより生じた不当な影響を排除しなければならない。 

（介護予防短期入所生活介護計画の変更） 

第24条 指定介護予防短期入所生活介護事業所等の管理者は、介護予防短期入所生活介護計画の作成後、当該介

護予防短期入所生活介護計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該介護予防短期入所生活介護計画の変

更を行うものとする。 

２ 基準省令第144条各号の規定は、前項の介護予防短期入所生活介護計画の変更について準用する。 

第８節 介護予防短期入所療養介護 

（設備） 

第25条 基準省令第188条第１項各号（ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、基準省令第

205条第１項各号）に掲げる設備は、利用者へのサービスの向上及び介護予防短期入所療養介護従業者の業務の

負担の軽減を図るため、常に技術の進歩に配慮して備えるよう努めなければならない。 

（非常災害対策） 

第26条 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、指定介護予防短期入所療養介護事業所の所在する地域の環境

及び利用者の特性に応じて、火災、地震、風水害、津波その他の非常災害に関する具体的計画を立て、非常災

害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、

救出その他必要な訓練を行わなければならない。 

（記録の整備） 

第27条 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者に対する指定介護予防短期入所療養介護の提供に関す

る基準省令第194条第２項各号（ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者にあっては、基準省令第210

条において読み替えて準用する基準省令第194条第２項各号）に掲げる記録を整備し、その完結の日から５年間

保存しなければならない。 

（暴力団等の排除） 
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第28条 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、その事業の運営について、新潟県暴力団排除条例第３条に規

定する基本理念にのっとり、同条例第２条第１号に規定する暴力団又は同条第３号に規定する暴力団員等によ

る不当な行為を防止し、及びこれにより生じた不当な影響を排除しなければならない。 

（介護予防短期入所療養介護計画の変更） 

第29条 指定介護予防短期入所療養介護事業所の管理者は、介護予防短期入所療養介護計画の作成後、当該介護

予防短期入所療養介護計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該介護予防短期入所療養介護計画の変更

を行うものとする。 

２ 基準省令第197条各号の規定は、前項の介護予防短期入所療養介護計画の変更について準用する。 

第９節 介護予防特定施設入居者生活介護 

（設備） 

第30条 指定介護予防特定施設の一時介護室（一時的に利用者を移して指定介護予防特定施設入居者生活介護を

行うための室をいう｡)､浴室、便所、食堂及び機能訓練室（外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生

活介護の事業を行う事業所にあっては、居室、浴室、便所及び食堂）の設備は、利用者へのサービスの向上及

び介護予防特定施設従業者（外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業を行う事業所に

あっては、外部サービス利用型介護予防特定施設従業者）の業務の負担の軽減を図るため、常に技術の進歩に

配慮して備えるよう努めなければならない。 

（非常災害対策） 

第31条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業を行う事

業所の所在する地域の環境及び利用者の特性に応じて、火災、地震、風水害、津波その他の非常災害に関する

具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知す

るとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。 

（記録の整備） 

第32条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、利用者に対する指定介護予防特定施設入居者生活介護

の提供に関する基準省令第244条第２項各号（外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者

にあっては、基準省令第261条第２項各号）に掲げる記録を整備し、その完結の日から５年間保存しなければな

らない。 

（暴力団等の排除） 

第33条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、その事業の運営について、新潟県暴力団排除条例第３

条に規定する基本理念にのっとり、同条例第２条第１号に規定する暴力団又は同条第３号に規定する暴力団員

等による不当な行為を防止し、及びこれにより生じた不当な影響を排除しなければならない。 

第10節 介護予防福祉用具貸与 

（記録の整備） 

第34条 指定介護予防福祉用具貸与事業者及び基準該当介護予防福祉用具貸与の事業を行う者（次条において「指

定介護予防福祉用具貸与事業者等」という｡)は、利用者に対する指定介護予防福祉用具貸与又は基準該当介護

予防福祉用具貸与の提供に関する基準省令第275条第２項各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から５年間

保存しなければならない。 

（暴力団等の排除） 

第35条 指定介護予防福祉用具貸与事業者等は、その事業の運営について、新潟県暴力団排除条例第３条に規定

する基本理念にのっとり、同条例第２条第１号に規定する暴力団又は同条第３号に規定する暴力団員等による

不当な行為を防止し、及びこれにより生じた不当な影響を排除しなければならない。 

第11節 特定介護予防福祉用具販売 

（記録の整備） 

第36条 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、利用者に対する指定特定介護予防福祉用具販売の提供に関す

る基準省令第288条第２項各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から５年間保存しなければならない。 

（暴力団等の排除） 

第37条 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、その事業の運営について、新潟県暴力団排除条例第３条に規

定する基本理念にのっとり、同条例第２条第１号に規定する暴力団又は同条第３号に規定する暴力団員等によ

る不当な行為を防止し、及びこれにより生じた不当な影響を排除しなければならない。 

第３章 雑則 

（委任） 

第38条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 
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附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成27年４月１日から施行する。 

（介護予防訪問介護に関する経過措置） 

２ 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律（平成26年法律

第83号。以下「整備法」という｡)附則第11条又は第14条第２項の規定によりなおその効力を有するものとされ

た整備法第５条の規定（整備法附則第１条第３号に掲げる改正規定に限る｡)による改正前の介護保険法（以下

「旧法」という｡)第53条第１項に規定する指定介護予防サービスに該当する旧法第８条の２第２項に規定する

介護予防訪問介護（以下「旧指定介護予防訪問介護」という｡)又は法第54条第１項第２号に規定する基準該当

介護予防サービスに該当する旧法第８条の２第２項に規定する介護予防訪問介護若しくはこれに相当するサー

ビス（以下「旧基準該当介護予防訪問介護」という｡)の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービ

ス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準は、次項に定めるものを除くほか、介護保険法

施行規則等の一部を改正する省令（平成27年厚生労働省令第４号）附則第２条第３号及び第４条第３号の規定

によりなおその効力を有するものとされた基準省令（以下「旧基準省令」という｡)（旧基準省令の改正に係る

経過措置に関する規定を含む｡)の定めるところによるものとする。 

３ 旧指定介護予防訪問介護及び旧基準該当介護予防訪問介護の事業の設備及び運営に関する基準については、

この条例による改正前の新潟県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サー

ビス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法等に関する基準を定める条例（以下「旧条例」という｡)第

８条第２項、第39条第２項（旧条例第48条において準用する場合を含む｡)､第40条（旧条例第48条において準用

する場合を含む｡)､第46条第２項及び第48条（旧条例第39条第２項及び第40条の規定を準用する部分に限る｡)

の規定は、なおその効力を有する。 

（介護予防通所介護に関する経過措置） 

４ 旧法第53条第１項に規定する指定介護予防サービスに該当する旧法第８条の２第７項に規定する介護予防通

所介護（以下「旧指定介護予防通所介護」という｡)又は法第54条第１項第２号に規定する基準該当介護予防サ

ービスに該当する旧法第８条の２第７項に規定する介護予防通所介護若しくはこれに相当するサービス（以下

「旧基準該当介護予防通所介護」という｡)の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る

介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準は、次項に定めるものを除くほか、旧基準省令（旧基準省

令の改正に係る経過措置に関する規定を含む｡)の定めるところによるものとする。 

５ 旧指定介護予防通所介護及び旧基準該当介護予防通所介護の事業の設備及び運営に関する基準については、

旧条例第40条（旧条例第109条及び第117条において準用する場合に限る｡)､第101条第４項、第106条（旧条例第

117条において準用する場合を含む｡)､第108条第２項（旧条例第117条において準用する場合を含む｡)､第109条

（旧条例第40条の規定を準用する部分に限る｡)､第116条第４項及び第117条（旧条例第40条、第106条及び第108

条第２項の規定を準用する部分に限る｡)の規定は、なおその効力を有する。 

（新潟県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正） 

６ 新潟県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例（平成12年新潟県条例第８号）の一部を次のよう

に改正する。 

 次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下この項において「改正部分」という｡)を当該改正部分に対

応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

改 正 後 改 正 前 

別表（第２条関係） 

(1)～(4) （略） 

(5) 福祉保健部関係 

事      務 市町村

（略） 

２ 介護保険法（以下この項において

「法」という｡)並びに新潟県指定居

宅サービス等の事業の人員、設備及

び運営等に関する基準を定める条例

（平成24年新潟県条例第65号)､新

潟県指定介護予防サービス等の事業

（略）

 

 

 

 

 

別表（第２条関係） 

(1)～(4) （略） 

(5) 福祉保健部関係 

事      務 市町村

（略） 

２ 介護保険法（以下この項において

「法」という｡)並びに新潟県指定居

宅サービス等の事業の人員、設備及

び運営等に関する基準を定める条例

（平成24年新潟県条例第65号)､新

潟県指定介護予防サービス等の事業

（略）
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の人員、設備及び運営並びに指定介

護予防サービス等に係る介護予防の

ための効果的な支援の方法等に関す

る基準を定める条例（平成27年新潟

県条例第19号）及び新潟県指定居宅

介護支援等の事業の人員及び運営等

に関する基準を定める条例（平成25

年新潟県条例第47号）に基づく事務

のうち、次に掲げるもの 

(1) 法第24条第１項の規定による命

令及び質問（居宅サービス、居宅

介護支援又は介護予防サービスに

関するものに限り、次に掲げるも

のを除く。次号及び第44号におい

て同じ｡) 

ア 法第８条第９項に規定する短

期入所生活介護（特別養護老人

ホーム（老人福祉法第20条の５

に規定する特別養護老人ホーム

をいい、法第８条第21項に規定

する地域密着型介護老人福祉施

設を除く。以下この項において

同じ｡)であって、その全部又は

一部が入所者に利用されていな

い居室を利用して指定短期入所

生活介護の事業を行うもの又は

特別養護老人ホーム、養護老人

ホーム（老人福祉法第20条の４

に規定する養護老人ホームをい

う｡)､病院、診療所、法第８条

第27項に規定する介護老人保健

施設若しくは同条第11項に規定

する特定施設入居者生活介護若

しくは法第８条の２第９項に規

定する介護予防特定施設入居者

生活介護の指定を受けている施

設（軽費老人ホーム（老人福祉

法第20条の６に規定する軽費老

人ホームをいう。以下この項に

おいて同じ｡)を除く｡)（以下こ

の項において「特別養護老人ホ

ーム等」と総称する｡)に併設さ

れる指定短期入所生活介護事業

所であって、当該特別養護老人

ホーム等と一体的に運営が行わ

れるものにおいて行われるもの

に限る｡)に関するもの 

イ・ウ （略） 

エ 法第８条の２第７項に規定す

る介護予防短期入所生活介護

（特別養護老人ホームであっ

の人員、設備及び運営並びに指定介

護予防サービス等に係る介護予防の

ための効果的な支援の方法等に関す

る基準を定める条例（平成24年新潟

県条例第62号）及び新潟県指定居宅

介護支援等の事業の人員及び運営等

に関する基準を定める条例（平成25

年新潟県条例第47号）に基づく事務

のうち、次に掲げるもの 

(1) 法第24条第１項の規定による命

令及び質問（居宅サービス、居宅

介護支援又は介護予防サービスに

関するものに限り、次に掲げるも

のを除く。次号及び第44号におい

て同じ｡) 

ア 法第８条第９項に規定する短

期入所生活介護（特別養護老人

ホーム（老人福祉法第20条の５

に規定する特別養護老人ホーム

をいい、法第８条第21項に規定

する地域密着型介護老人福祉施

設を除く。以下この項において

同じ｡)であって、その全部又は

一部が入所者に利用されていな

い居室を利用して指定短期入所

生活介護の事業を行うもの又は

特別養護老人ホーム、養護老人

ホーム（老人福祉法第20条の４

に規定する養護老人ホームをい

う｡)､病院、診療所、法第８条

第27項に規定する介護老人保健

施設若しくは同条第11項に規定

する特定施設入居者生活介護若

しくは法第８条の２第11項に規

定する介護予防特定施設入居者

生活介護の指定を受けている施

設（軽費老人ホーム（老人福祉

法第20条の６に規定する軽費老

人ホームをいう。以下この項に

おいて同じ｡)を除く｡)（以下こ

の項において「特別養護老人ホ

ーム等」と総称する｡)に併設さ

れる指定短期入所生活介護事業

所であって、当該特別養護老人

ホーム等と一体的に運営が行わ

れるものにおいて行われるもの

に限る｡)に関するもの 

イ・ウ （略） 

エ 法第８条の２第９項に規定す

る介護予防短期入所生活介護

（特別養護老人ホームであっ
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て、その全部又は一部が入所者

に利用されていない居室を利用

して指定介護予防短期入所生活

介護の事業を行うもの又は特別

養護老人ホーム等に併設される

指定介護予防短期入所生活介

護事業所であって、当該特別養

護老人ホーム等と一体的に運営

が行われるものにおいて行われ

るものに限る｡)に関するもの 

オ 法第８条の２第８項に規定す

る介護予防短期入所療養介護に

関するもの 

カ 法第８条の２第９項に規定す

る介護予防特定施設入居者生活

介護（軽費老人ホームに入居し

ている要支援者について行われ

るものを除く｡)に関するもの 

(2)～(44) （略） 

（略） 

(6)～(9) （略） 

て、その全部又は一部が入所者

に利用されていない居室を利用

して指定介護予防短期入所生活

介護の事業を行うもの又は特別

養護老人ホーム等に併設される

指定介護予防短期入所生活介

護事業所であって、当該特別養

護老人ホーム等と一体的に運営

が行われるものにおいて行われ

るものに限る｡)に関するもの 

オ 法第８条の２第10項に規定す

る介護予防短期入所療養介護に

関するもの 

カ 法第８条の２第11項に規定す

る介護予防特定施設入居者生活

介護（軽費老人ホームに入居し

ている要支援者について行われ

るものを除く｡)に関するもの 

(2)～(44) （略） 

（略） 

(6)～(9) （略） 

 

 


